
遵 守 契 約 書 
 

 

 公益社団法人徳島県鍼灸マッサージ師会（以下甲という）と、会員              (以下乙という)

は、下記通り契約を締結する。 
 

 

１.基本事項 

乙は、甲の設立趣旨及び目的に賛同し、甲の定款等の規則、鍼灸マッサージに係る関係法令を遵守しな 

ければならない。 
 

２.会員資格  

  甲は、次の要件を満たす者を以て会員資格とする。 

（１）徳島県に住居あるいは施術所を設けた者であって、はり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師

の何れかの免許を有する者 

（２）公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成１８ 年法律第４９号）第６条第１号

ロからニまでに規定する欠格事由に該当しない者。(詳細は甲が定める運営規則第３条５に記載) 
 

３.経費の負担 

乙は、甲の定める額の入会金及び会費を支払う義務を有し、乙は甲にこれらの費用を定められた期限迄

に納入しなければならない。 
 

４.療養費における健康保険の取扱い 

甲は、健康保険の取扱いの権限全てを徳島県保険鍼灸マッサージ師会に委託しているため、乙は健康保

険において鍼灸マッサージの保険取扱いを行う場合、徳島県保険鍼灸マッサージ師会に入会し、その指

導監督に従い取扱わなければならない。また乙は、徳島県保険鍼灸マッサージ師会に入会していない健

康保険取扱い施術所に勤務、あるいは提携してはならない。 
 

５.会員の退会 

乙は、退会しようとするときは、その旨をすみやかに甲に届け出なければならない。 
 

６.会員の除名  

乙が次のいずれかに該当するときは、会員総会において特別決議を経て、乙を除名することができる。 

（１）この遵守契約書、定款、その他の規則に違反したとき 

（２）甲の名誉を毀損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき 

（３）その他除名すべき正当な事由があるとき 
  

７.会員資格の喪失  

会員の退会と除名の他、乙は次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失するものとする。 

（１）経費の負担の義務を１年以上履行しなかったとき 

（２）会員総会にて出席会員の全員が同意したとき 

（３）乙が死亡したとき、または県外に転出したとき 

（４）定款第５条第１項に定めた会員資格を喪失したとき 
  

８.その他 

本契約の期間は契約締結の日からその年度の末日までとし、以後毎年度ごとに更新することとする。但

し、甲からの申し出がない限り自動更新するものとする。 
 

 

  上記契約締結の証として本契約書２通を作成し、甲乙それぞれ１通ずつを所持する。 
 

      平成  年  月  日 

( 甲 )     名     称 

氏     名 

公益社団法人徳島県鍼灸マッサージ師会 

会 長 中野 義雄         ㊞ 

住     所 徳島県徳島市寺島本町西１丁目６０－５      
  

( 乙 )     氏     名                    ㊞ 

住     所  
  

代筆の場合 代筆者の氏名 ㊞ 

〃  住所  
 

yamada
テキスト ボックス
令和　 　年　　 月　 　日


